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区は平成 28 年 4 月、子育て家庭の福祉の向上を図り、子どもたちの生きる力を育むため、「新

宿区子ども未来基金」を設置しました。皆さんからの寄附金を積み立てて「子ども未来基金」とし、

子どもの育ちを支援する区民等の自主的な活動に資金を助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご寄附の申込み・お問い合わせ先 

新宿区子ども家庭部子ども家庭課企画係 

TEL ０３-５２７３-４２６１ 

FAX ０３-５２７３-３６１０ 

★基金の概要 

・平成 28年度積立金 3,000万円 

・助成金 300万円（助成額 30万円上限×10件程度） 

★助成対象 

・「学び」「共食」「体験」の機会、「活動の場」の提供、子どもの情緒や創造性の育成、孤食や育

児の孤立化を防止する活動 

・「ひとり親家庭」「生活困窮家庭」など、困難を抱えた子どもや家庭を支援する活動 

・子どもの発育発達や不登校、思春期のこころの問題等を抱える子どもとその保護者を地域で 

サポートする活動 などを想定しています。 

子ども未来基金を設置しました 

新宿区子ども未来基金への寄附のお願い 

★寄附の方法 

【窓口にお持ちいただく場合】 

子ども家庭課企画係（本庁舎２階）、子ども総合センター、男女共同参画推進センター、 

特別出張所へお持ちください。（平日 8時 30分から 17時まで） 

【金融機関で納付される場合】 

「子ども未来基金寄附申出書（裏面）」をお送りください。納付に必要な書類を郵送いたします。 

ます。（送付先【郵送】〒160-8484 新宿区歌舞伎町１－4－1 【FAX】03-5273-3610  

新宿区子ども家庭部子ども家庭課企画係） 

★税制上の優遇措置 

 区へ寄附していただくと、所得税、住民税等の寄附金控除の対象となります。控除を受ける 

には、原則確定申告が必要です。 

★ワンストップ特例制度について 

 区へ寄附していただいた方で給与所得者などの一定の要件に該当する方については、申請手続

を行うことにより、確定申告の手続を要さずに、寄附金控除が受けられます。 

 

子ども未来基金に寄附をお寄せください 



新宿区子ども家庭課企画係  

FAX：03－5273－3610 

子ども未来基金寄附申出書 

 

平成  年  月  日 

 

新 宿 区 長 あて 

 

 私（当法人）は、子ども未来基金の目的に賛同し、新宿区に対し  

下記のとおり寄附します。  

記 

１ 氏名（法人名・代表者氏名）                     

 

２ 住所               連絡先☎          

 

３ 寄附金額  金       円               

 

 

 

★ご寄附をいただいたことについて、お名前と金額を広報誌等に掲載させていた

だくことがあります。掲載することに同意くださる場合は、ご署名してください。 

 

 氏名（法人名・代表者氏名）                       
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